
受
章
者
、
被
表
彰
者
を
紹
介

高
齢
者
叙
勲

◆
瑞
宝
双
光
章

　

昭
和
28
年
に
二
川
村
立
二
川

小
学
校
の
教
壇
に
立
っ
て
以
来
、

銚
子
市
立
若
宮
小
学
校
長
、
八

日
市
場
市
立
飯
高
小
学
校
長
な

ど
を
歴
任
。
42
年
の
長
き
に
わ

た
り
児
童
・
生
徒
の
教
育
に
尽

力
し
、
学
校
教
育
お
よ
び
社
会

教
育
の
振
興
に
寄
与
さ
れ
ま
し

た
。

表　

彰

◆
農
山
漁
村
女
性
活
躍
表
彰

▽
優
秀
賞（
経
営
局
長
賞
）

　

平
成
９
年
に
太
巻
き
寿
司
の

製
造
販
売
を
開
始
し
、
セ
ミ
ナ

ー
参
加
や
イ
ベ
ン
ト
開
催
な
ど

を
通
じ
て
地
域
の
女
性
起
業
家

た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
・

活
性
化
に
寄
与
。
そ
の
他
に
食

育
活
動
も
行
い
、
郷
土
料
理
の

伝
承
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
千
葉
県
老
人
ク
ラ
ブ
大
会
表

彰▽
千
葉
県
老
人
福
祉
功
労
者
知

事
表
彰

　

地
区
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
連
合
会

会
長
、
市
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
連
合

会
副
会
長
な
ど
を
歴
任
。
現
在

は
市
シ
ニ
ア
ク
ラ
ブ
連
合
会
会

長
と
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
衰
え

な
い
体
づ
く
り
を
目
指
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
に
取
り
組
ま
れ

て
い
ま
す
。

▽
千
葉
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

理
事
長
表
彰

　

塚
本
繁
雄
（
吉
崎
）

佐 藤 和 男
（椿）

橋 口 義 範
（大浦）

塚 本 誠 子
（横須賀）

　

受
章
者
お
よ
び
被
表
彰
者
を
紹
介
し
ま
す（
敬
称
略
）。

　

自
己
所
有
の
土
地
お
よ
び
家

屋
の
価
格
（
評
価
額
）
を
、
市

内
の
土
地
や
家
屋
と
比
較
し
評

価
が
適
正
か
ど
う
か
判
断
し
た

い
場
合
、「
土
地
・
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
」
で
確
認
で
き
ま

す
。

　

縦
覧
に
は
、
納
税
通
知
書
や

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認

で
き
る
も
の
、
代
理
人
の
場
合

は
委
任
状
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
縦
覧
で
き
る
人

①
固
定
資
産
税
の
納
税
者

②
①
の
同
居
人

③
納
税
管
理
人

④
①
の
代
理
人

◆
縦
覧
期
間

　

４
月
３
日
（
月
）
〜
５
月
31

日（
水
）

◆
縦
覧
場
所

　

税
務
課（
市
役
所
１
階
）

問
税
務
課
資
産
税
班

 

☎
73
・
０
０
８
７

土地・家屋
価格

などの縦覧

期間は
４月３日～５月31日

　市では高齢者向けに各種サービスを行っています。
お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
◆外出支援サービス（一部負担有り）
　65歳以上の歩行困難者で、車椅子などを使用しなけ
れば医療機関への通院が難しい人に福祉車両での送迎
を行います。
◆訪問理容サービス（一部負担有り）
　65歳以上で寝たきり状態などにより理容所に外出す
ることが難しい人に、理容師が出張サービスを行いま
す。
◆緊急通報装置の貸与（一部負担有り）
　緊急通報装置を貸与します（通報は24時間対応）。
また、健康相談や月に１度の「お伺い電話」を行います。
◆老人短期入所（一部負担有り）
　65歳以上で一時的に在宅生活が困難となった独り暮

らしの人などに、養護老人ホームへ短期入所を行います。
◆日常生活用具の給付
　65歳以上の独り暮らしまたは高齢者のみの世帯で日
常生活のほとんどに介護が必要な人に、火災警報器・
電磁調理器の給付または老人用電話の貸与を行います。
◆はり・きゅう・マッサージなどの利用助成
　70歳以上の人に施術費用の一部を助成する利用券を
交付します。
◆紙おむつの給付
　65歳以上で在宅の要介護認定者（市民税非課税の人
に限る）に紙おむつを給付します。
◆家族介護慰労金の支給
　介護保険サービスを過去１年間利用せずに、要介護
４または５の高齢者を介護している市民（市民税非課
税世帯に限る）へ慰労金を支給します。
◆救急医療情報キットの配布
　65歳以上または障がいのある人へ、緊急時に必要な
情報を保管するキットを配布します。
 問高齢者支援課支援班☎73－0033

困ったらご相談ください
高齢者向けの各種サービスを紹介

くらしの情報Sosa Information
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介
護
保
険
に
関
す
る
次
の
手

続
き
が
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
手
続

き
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
読
み
取
り
が
必
要
で
す
。

●
要
介
護
・
要
支
援
認
定
の
申

請 

●
要
介
護
・
要
支
援
更
新

認
定
の
申
請 

●
要
介
護
・
要

支
援
状
態
区
分
変
更
認
定
の
申

　

道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
着
用
が
す
べ
て
の
自
転

車
利
用
者
へ
の
努
力
義
務
と
な

り
ま
し
た
。

　

交
通
事
故
の
被
害
を
軽
減
す

る
た
め
に
は
、
頭
部
を
守
る
こ

と
が
と
て
も
重
要
で
す
の
で
、

自
転
車
に
乗
る
と
き
は
必
ず
ヘ

ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

◆
自
転
車
を
運
転
す
る
人

　

自
転
車
を
運
転
す
る
人
は
、

ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
に
努
め
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◆
自
転
車
に
同
乗
す
る
人

　

自
転
車
を
運
転
す
る
人
は
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
介
護
保
険
に
関
す
る
手
続
き

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で
き
ま
す

被
害
軽
減
の
た
め
に
は
頭
部
を
守
る
こ
と
が
重
要

自
転
車
利
用
者
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

請 

●
居
宅
（
介
護
予
防
）
サ
ー

ビ
ス
計
画
作
成 

●
介
護
保
険

負
担
割
合
証
の
再
交
付
申
請 

●
被
保
険
者
証
の
再
交
付
申
請 

●
高
額
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
申
請 

●
介
護
保

険
負
担
限
度
額
認
定
申
請 

●

居
宅
介
護
（
介
護
予
防
）
福
祉

用
具
購
入
費
の
支
給
申
請
（
償

還
払
い
の
み
） 

●
居
宅
介
護

同
乗
す
る
人
に
も
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
着
用
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◆
保
護
者

　

子
ど
も
が
自
転
車
を
運
転
す

る
場
合
、
保
護
者
は
子
ど
も
に

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
さ
せ
る
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

問
環
境
生
活
課
市
民
協
働
班

 

☎
73
・
０
０
８
８

（
介
護
予
防
）
住
宅
改
修
費
の

支
給
申
請
（
償
還
払
い
の
み
） 

●
住
所
移
転
後
の
要
介
護
・
要

支
援
認
定
申
請

※
各
手
続
き
に
必
要
な
書
類
な

ど
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
「
手

続
の
検
索
・
電
子
申
請
」
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
班

 

☎
73
・
０
０
３
３

▼マイナポー
タル「手続の
検索・電子申
請」はこちら
から

　市では、ひとり親家庭などで子どもを育てる人に児童扶
養手当を、一定の障がいのある子どもを育てる人に特別児
童扶養手当を支給しています。手当を受給するには、父ま
たは母、もしくは養育者からの申請が必要です。なお、既
に申請済みの人は、新たに申請する必要はありません。
◆児童扶養手当
　次のいずれかに該当する児童の父または母、もしくは両
親に代わってその児童を養育する人に支給する手当です。
児童が18歳に達した年度末まで支給されます（心身に一定
の障がいのある人は20歳になるまで）。
①父母が婚姻を解消した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母に重度の障がいがある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
⑦父または母が法令により引き続き１年以上拘禁されてい
る児童
⑧未婚の母の児童
◆特別児童扶養手当
　心身に一定の障がいのある児童を監護している父または
母、もしくは養育者に支給します（児童が20歳になるまで）。
※両手当とも、国内に住所がない場合や児童福祉施設に入
所している場合などは支給されません。また、所得により
支給が制限または停止されることがあります。
 問福祉課☎73－0096

受給するには申請が必要です受給するには申請が必要です
児童扶養手当・特別児童扶養手当を支給

　市では、市民や団体などが持つ知恵
や力を生かして市民などが主体的に取
り組む事業を募集し、優れた提案に対
して費用の一部を助成します。
◆募集事業の種類
①新団体設立支援
②団体ステップアップ支援
③協働提案型
④子どもまちづくり提案型
◆募集期間
　①は10月31日（火）まで、②③④は
８月31日（木）まで
※詳細は市ホームページをご覧になる
か、下記までお問い合わせください。
問市民活動サポートセンター（環境

生活課内）☎73－0088

市民提案型事業を募集

  11 広報そうさ 2023.4月号


